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○恵庭市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第15号

改正 平成18年2月6日規則第3号

平成19年3月31日規則第20号

平成19年11月7日規則第34号

平成20年9月1日規則第23号

平成22年3月29日規則第4号

平成22年12月28日規則第27号

平成23年11月25日規則第25号

平成24年12月3日規則第43号

平成25年4月1日規則第19号

平成28年4月1日規則第29号

平成30年6月15日規則第24号

平成30年7月31日規則第26号

(趣旨) 

第1条 この規則は、恵庭市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条

例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義) 

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(募集の告示) 

第3条 条例第2条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。) 

(3) 申込みを受け付ける期間

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 管理業務の範囲及び具体的内容

(7) 利用料金に関する事項

(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(9) その他市長が別に定める事項
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2 市長は、前項各号に掲げる事項を告示する場合にあっては、恵庭市公告式条例(昭和25

年条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場での掲示、広報誌への掲載等必要な措置を講

じなければならない。

(申込書等) 

第4条 条例第3条の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申込書(様式第1号) 

(2) 申込資格を有していることを証する書類

ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

イ 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

ウ 申込資格申立書(様式第2号) 

エ 同意書(法人用)(様式第2号の2)又は同意書(代表者個人用)(様式第2号の3) 

(3) 対象となる公の施設の第6条に規定する期間内における各年度の事業計画書及び収

支予算書

(4) 当該団体の経営状況を証明する書類

ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれに相当する書類(既に財産的取引活動をし

ている団体に限る。) 

イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれに相当する書類(作成している団体

に限る。) 

ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び

新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を行っている団体に限る。) 

エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当す

る書類

カ その他市長が必要と認める書類

(申込みの変更) 

第5条 前条の規定により、提出した書類に変更等がある場合は、指定管理者指定申込変更

申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長は、指定管理者指定申込変更承認通知書(様式第4号)

により、その可否を通知しなければならない。

(指定の期間) 

第6条 指定管理者を指定する期間は、市長が効率的な管理運営を考慮し定める。
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(通知) 

第7条 条例第7条に規定する選定結果の通知は、指定管理者候補選定結果通知書(様式第5

号)によるものとする。

2 条例第8条第1項に規定する議会の議決を経て指定管理者として指定する場合は、指定管

理者指定決定通知書(様式第6号)により通知し、同項に規定する議会の議決が得られず指

定管理者として指定しない場合は、指定管理者指定結果通知書(様式第7号)により通知す

るものとする。

(告示) 

第8条 条例第8条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、様式第8号によるものとす

る。

(指定の取消等) 

第9条 条例第11条の規定による指定管理者の指定の取消等は、指定管理者指定取消等通知

書(様式第9号)によるものとする。

(事業報告書) 

第10条 条例第14条の規定による事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第10号)によ

るものとする。

(選定委員会の組織等) 

第11条 条例第15条に規定する選定委員会は、外部委員及び内部委員をもって組織し、委

員長は委員の互選により選出する。

2 外部委員は、学識経験者3名とし、市長が委嘱する。

3 外部委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

4 外部委員は、再任されることができる。

5 内部委員は、総務部長及び企画振興部長とする。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらか

じめ指名した者が職務を代理する。

8 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を求

めることができる。

9 選定委員会の事務局は、総務部財務室契約課に置く。

(補則) 
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第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年2月6日規則第3号) 

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月31日規則第20号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年11月7日規則第34号) 

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月1日規則第23号) 

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年3月29日規則第4号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月28日規則第27号) 

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年11月25日規則第25号) 

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年12月3日規則第43号) 

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年4月1日規則第19号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日規則第29号)抄

(施行期日) 

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分) 

2 第3条の規定による改正後の恵庭市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施

行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた恵庭市公の

施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則に基づく決定等に係る審査請求に

ついて適用し、施行日前にされた恵庭市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

施行規則に基づく決定等に係る不服申立てについては、なお従前の例による。



5/18 

附 則(平成30年6月15日規則第24号) 

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年7月31日規則第26号) 

この規則は、公布の日から施行する。
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様式第1号(第4条関係) 

様式第2号(第4条関係) 

様式第2号の2(第4条関係) 

様式第2号の3(第4条関係) 

様式第3号(第5条関係) 

様式第4号(第5条関係) 

様式第5号(第7条関係) 

様式第6号(第7条関係) 

様式第7号(第7条関係) 

様式第8号(第8条関係) 

様式第9号(第9条関係) 

様式第10号(第10条関係) 


